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令和元年 

10月 1日から 
義務化！ 

「自転車損害賠償保険」 

に入りましょう 

＊「自転車損害賠償保険」とは… 

自転車事故で相手が死亡、又はけがをしたときに補償するための保険です。 

＊もし、保険に入っていなかったら････ 

自転車でぶつかった相手が死亡 

 → 9,000 万円以上の支払いを命じられた例があります。 

自動車保険、火災保険、傷害保険に入っている人は、 

「自転車損害賠償保険」と同じ内容の補償がついているか 

確認してください。 

自転車に乗る人 

自転車に乗る子の保護者 
 
※この他に仕事で自転車を使う事業者や 
自転車貸付業者にも義務があります。 

https://www.silhouette-ac.com/detail.html?id=138052&ct=&n=&sw=%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A

